
大綱に関連する計画等について 資料４

文化・芸術 生涯学習 教  育 子ども・子育て 

みどりの風吹くまちビジョン（計画４） 

～子どもたち一人ひとりに質の高い教育を～ 

１ 学力の定着・向上（幼保小連携・小中一貫） 

２ 教員の育成（実践的研修・外部講師・意識改革） 

３ 教育環境の整備（ＩＣＴ・図書館機能強化・改修改築・適正配置） 

４ 家庭・地域との連携（安全安心・地域人材活用・体験学習） 

５ 支援が必要な子どもたちへの取組（学習支援・障害児支援） 

６ 総合教育会議による教育行政のさらなる活性化 

アクションプラン １０事業 

練馬区教育振興基本計画 

 （平成２４年度～３３年度） 

１ 教育の質の向上 

 ・学力向上支援 

 ・道徳、人権教育の充実 

 ・就学前教育の充実 

 ・小中一貫教育の推進 

 ・今日的教育課題対応 

 ・教員の指導力向上 

２ 家庭や地域と連携した 

 教育の実現 

 ・地域に開かれた学校教 

  育の推進 

 ・特色ある学校づくり 

 ・子育て家庭への支援、 

  居場所づくり 

３ 教育環境の充実 

 ・教育相談の充実 

 ・安全安心な教育環境の 

  整備 

 ・特別支援教育の充実 

 ・学校施設、運営の環境 

  整備 

 ・子供の読書活動の推進 
 

※法定計画 

   ＜教育目標＞ 

 人権尊重の精神を基調

とし、学校・家庭・地域と連

携し、心身ともに健康で知

性と感性に富み、人間性

豊かな子供の育成を図る。 

 子供の最善の利益を図

ることを基調とし、育つ力と

育てる力を大切にしながら

地域社会と連携のもとに

心身ともに健やかな子供

の育成を図る。 

１ 人権尊重の精神と社    

 会貢献の精神の育成 

２ 豊かな個性と創造力 

 の伸長  

３ 家庭教育の支援と子 

 供達の健全育成  

４ 子供に対する一貫した 

 成長支援 

５ 自然環境の保全と文化 

 遺産の保存・活用・継承 

みどりの風吹くまちビジョン（計画１～３） 

～家庭での子育てを応援～ 

１ 相談支援体制の整備 

２ 多様な子育て支援サービスの充実 

～「練馬こども園」の創設～ 

１ 私立幼稚園における長時間預かり保育 

 の拡大 

２ 私立幼稚園と認証保育所等との連携 

３ 幼稚園と保育所における教育・保育の 

 質のさらなる向上 

～すべての小学生を対象に放課後の居場 

  所づくり～ 

１ 「ねりっこクラブ」の実施 

２ 学童クラブの充実 

３ 民間学童保育の支援と育成 

アクションプラン ８事業 

練馬区子ども・子育て支援事業計

画 

 （平成２７年度～３１年度） 

～安心して子どもを産み育てられ、

子どもたちが健やかに成長できる

環境を整える～ 

１ 子どもと子育て家庭の支援 

 の充実 

 ・家庭での子育てを応援（重点 

  取組）その他１７事業 

２ 子どもの教育・保育の充実 

 ・「練馬こども園」の創設（重点 

  取組）その他４事業 

３ 子どもの成長環境の充実 

 ・すべての小学生を対象に放 

  課後の居場所づくり（重点取 

  組）その他１２事業 

＋ 法定事業 
 

※法定計画 

練馬区次

世代育成

支援行動

計画（平成

２２年度～

２６年度） 

 

平成２６年

度で終了し、

子ども・子

育て支援

事業計画

に継承 

分野別計画等 

分野別計画等 

分野別計画等 

スポーツ 

みどりの風吹くまちビジョン（計画１６） ～風を感じながら巡るみどりのまち～ 

１ 「まち歩き」「ポタリング」を通して練馬の魅力を体験できる仕組みづくり 

 ・ 区内の芸術文化関連施設、大学が連携した企画実施 

 ・ みどり豊かな公園での芸術イベントの実施 

２ 身近でスポーツを楽しめる環境の整備 

アクションプラン ２事業 

（仮称）練馬区学びと文化の推進プラン

（平成２７年度～３１年度） 
 

練馬区生涯学習推進計画（平成２３年度

～２６年度）と練馬区文化芸術振興計画

（平成２３年度～２６年度）を統合した計

画 
 

平成２７年６月策定予定 

※条例計画（文化芸術振興条例） 

練馬区スポーツ推進ビジョン 

（平成２６年３月策定） 

・数値目標 

週１回以上スポーツを行う成人の割合を概ね

１０年間で７０％以上にする。 
 

１ スポーツのための場の整備 

 ・区立スポーツ施設の充実 

 ・スポーツ活動の場の確保・提供 

２ スポーツへの参加機会の充実 

 ・幼児・児童・生徒のスポーツ活動の推進 

 ・ライフスタイルに応じた成人のスポーツ 

  活動の推進 

 ・高齢者のスポーツ活動の推進 

 ・障害者のスポーツ活動の推進 

３ スポーツを推進するための人材と組織の 

 充実 

 ・総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

 ・スポーツを支える人材の育成 

 ・民間スポーツクラブ等との連携 

４ スポーツに関する情報やニーズの把握と 

 活用 

 ・スポーツに関する情報の集約・活用 

 ・スポーツに関するニーズの把握・活用 

５ スポーツが持つ力の地域への活用 

 ・地域を活性化させるイベントの開催 

 ・スポーツを通じた地域コミュニティの活性 

  化 

※法定計画 

定義 ： 地方公共団体の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針 

国の例示 ： 学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項につ   

        いての目標や根本となる方針（主たる記載事項は、各自治体の判断に委ねられている。） 


